
(添付書類)

　

事 業 報 告

平成28年４月１日から平成29年３月31日まで

　

1. 企業集団の現況に関する事項

　(1) 事業の経過及びその成果

当連結会計年度（平成28年４月１日から平成29年３月31日まで）におけるわが国経済は、企業

収益の改善や雇用環境の好転が見られ、緩やかな回復の兆しを見せたものの、新興国の景気下振

れや米国新政権による諸政策への不安感、北朝鮮核ミサイル問題をはじめとする地政学的リスク

が懸念されており、先行き不透明な状況にあります。

当社グループの主な事業領域でありますＩＴ関連業界におきましては、ＩＴ需要は堅調に推移

しましたが、人手不足の深刻化や受注獲得競争の激化の懸念が生じております。また、インバウ

ンド需要につきましては、消費行動の変化に対応した取り組みが必要な状況となっております。

このような市場環境の中、当社は、前期に引き続き、独自事業の開発・提供に注力し、2020年

東京オリンピック／パラリンピックに向けて本格化するインバウンド需要、設備投資等の取り込

みやテレビ放送から実店舗への送客を図るo2o2o（OnAir to Online to Offline）サービスなど、

これまでに築き上げた経験・技術・人脈を最大限に活用し、事業転換に取り組みました。

取り組みの中には、ナビゲーション事業分野における交通系ICカードを活用した新サービス

「transit manager」やワイヤレス・イノベーション事業におけるIgnite NET、Air Compass Media

（車載サーバ）など成果が出始めたものもありますが、ソリューション事業分野におけるクラウド

型通訳サービス「J-TALK」やo2o2oサービスについては期待していた成果には届きませんでした。

事業拡張に備えた人員等の増強で固定費が増加したことに加え、先行投資と営業費用等がかさん

だことを踏まえ、損失を計上する見込みとなったことから、福岡事業所の廃止を決定し、

「J-TALK」の運用体制見直しを含む事業の取捨選択や固定資産の一部処分を検討するなど、損益改

善策にも取り組み、第４四半期においては成果の一部が出始めております。

　

セグメント別の状況は以下のとおりであります。

なお、第１四半期連結会計期間より、「クロスメディア事業」を「ワイヤレス・イノベーション

事業」に改称しております。

また、各事業分野のセグメント利益又は損失（営業利益又は損失、以下同）は、全社費用

87,619千円（前期88,892千円）を含まない額であります。

①ナビゲーション事業分野

ナビゲーション事業分野においては、鉄道等社会インフラ提供事業者向けのシステム開発・

サービス提供を行っております。

当事業分野においては、従来より株式会社ジェイアール東日本企画向けに時刻表や経路探索

技術の提供などを行っており、当初計画どおり推移しております。これに加えて、第３四半期

以降、交通系ＩＣカードに関わる交通費精算クラウドサービス「transit manager」をリリース

し、当事業分野における第二の柱に成長させるべく注力いたしました。
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この結果、当事業分野の売上高は188,726千円（前年比32.8％増）、セグメント利益は38,468

千円（前年比41.0％増）となりました。

　

②ワイヤレス・イノベーション事業分野

ワイヤレス・イノベーション事業分野においては、無線ＬＡＮ等の社会インフラ間のハブと

なるシステム開発・サービス提供を行っております。

無線ＬＡＮの各種システム・サービスについては、エヌ・ティ・ティ・ブロードバンドプラ

ットフォーム株式会社（ＮＴＴＢＰ）との協力により、通信・鉄道・流通や自治体をはじめと

する無線ＬＡＮスポット提供事業者に対して事業展開を進めております。保守運用案件につい

ては予定通り進捗し、新規構築案件については、大型案件は減少しているものの、中小規模案

件の受注は堅調に推移しました。これに加えて、第３四半期以降においては、当社独自の新商

品・サービスであるAir Compass Media（車載サーバ）やIgniteNet製品及びクラウド管理シス

テムの販売に注力し成果をあげました。

この結果、当事業分野の売上高は654,317千円（前年比16.5％増）、セグメント利益は74,234

千円（前年比331.7％増）となりました。

　

③ソリューション事業分野

ソリューション事業分野においては、上記以外の映像配信システム事業、ＴＶメタデータの

ＡＳＰ事業、コンテンツプリント事業、o2o2o事業、通訳サービス事業等を行っております。

その中でもo2o2o事業や通訳サービス事業等の新規事業を当事業分野の主要な柱とすべく重点

的に取り組んでおりますが、当期においては目立った成果には至っておりません。既存事業で

ある映像配信システム事業やＴＶメタデータのＡＳＰ事業などその他の事業においても伸び悩

んでおり、当事業分野全体として運用費や固定費が負担となり、計画を大幅に下回りました。

この結果、当事業分野の売上高は152,534千円（前年比1.6％減）、セグメント損失は122,878

千円（前期142,231千円の損失）となりました。

　

このような事業活動の結果、当連結会計年度の売上高は995,578千円（前年比15.9％増）、営業

損失は97,794千円（前期186,644千円の損失）、経常損失は96,318千円（前期197,116千円の損失）、

親会社株主に帰属する当期純損失は112,599千円（前期241,014千円の損失）となりました。

　

　(2) 設備投資等の状況

当連結会計年度において実施した設備投資の総額は5,271千円で、ソフトウェアであります。

　

　(3) 資金調達の状況

当連結会計年度中、社債又は新株の発行等による資金調達は行っておりません。

　

　(4) 対処すべき課題

当社グループの属するモバイル業界においては、ビジネス環境は常に進化し続けています。こ

れは、既存サービスが成熟あるいは飽和を迎えると同時に、他社に先駆けて斬新なサービスを創

出するチャンスでもあります。このような環境において、当社は収益力の維持・向上を図るため、

魅力的なサービスの企画提案とその提供、新たな成長機会の追求、そして事業全体の効率化の更
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なる推進を図るとともに、当社の最も重要なリソースである人材の採用・育成・強化に努めます。

その具体的取り組みとして、以下の四点を課題に掲げております。なお、文中における将来に関

する事項は、当連結会計年度末現在において当社が判断したものであります。
　

　 ① 損益分岐点管理、その達成のための中期戦略

当社グループの経営成績は、個別において平成25年３月期から平成27年３月期までは当期

純利益を計上いたしましたが、前連結会計年度に引き続き当連結会計年度で損失を計上し、

依然として会社法第461条第２項の計算による分配可能額は十分ではありません。これを解消

するために、収益力を向上させることが必要であります。

当社としては、一定の利益を確保できるよう、事業管理方式を見直し、事業ごとの損益分

岐点を見極め、それに見合った経費統制を含む案件管理・進捗管理を実施してまいります。

顧客との関係や事業構造上、短期間で成果を上げることが困難なものについては、期限を定

めて実現を図る所存です。
　

　 ② 既存顧客への提案営業力の強化

当社グループは、社会的に重要なインフラを提供する顧客を抱えており、非常にユニーク

な立ち位置にあることを認識しております。これら既存顧客に対し、市場環境や、技術革新、

新たなユーザーニーズを踏まえた提案を重ね、より深耕し受注を受けること、又はパートナ

ー企業と連携した共同事業の企画展開を図ることで、他社が容易に真似できない付加価値の

高いサービスの実現を目指します。特にワイヤレス・イノベーション事業においては、イン

フラ構築からサービスの提供へと市場の関心が移行しており、また、今後強化していくソリ

ューション事業においても魅力的な提案を行うことが今後の当社の成長のカギであると考え

ております。
　

　 ③ 新規顧客からの案件獲得、当社独自商品・サービスの展開

既存顧客については、３月に受注・売上が集中する傾向があり、また、当社グループが提

案を行いつつシステムの完成を図る案件プロセス上の特性により、利益率が低くなるケース

があります。

当社は安定した受注・売上と高い利益率を獲得する観点から、既存顧客への提案と開発を

通じて得た資産とノウハウを新規顧客に展開していくこと、当社独自の商品・サービスを展

開し高収益を確保することを、最重要の課題として取り組んでまいります。
　

　 ④ 工程管理・工数管理の徹底を通した品質・納期管理による収益性向上

提案営業により獲得した案件において、安定した利益を生み出すためには、技術力・品質

管理スキルの向上が必須となります。特に当連結会計年度においては、ソリューション事業

において、計画外の追加開発費や補修費が発生し、全社損益を悪化させました。また、ワイ

ヤレス・イノベーション事業を中心に運用案件が増加しており、システムの安定性を向上さ

せることが非常に重要になっております。そこで、営業、生産、運用及び品質管理に関して

各担当者が身に付けるべき技術力、及びそのプロセスを標準化するとともに、工数管理・工

程（進捗）管理の徹底、効率的なテスト・出荷前検査・運用マニュアルの整備などの実施を

通して収益性を向上させ、さらに人材の強化に努めてまいります。
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　(5) 財産及び損益の状況の推移

　① 企業集団の財産及び損益の状況

区 分
第 16 期

(平成26年３月期)
第17期

(平成27年３月期)
第18期

(平成28年３月期)

第19期
(当連結会計年度)
(平成29年３月期)

売 上 高(千円) ― ― 858,595 995,578

経常利益（△は損失）(千円) ― ― △197,116 △96,318

親会社株主に帰属する当期純利益（△は損失）(千円) ― ― △241,014 △112,599

１株当たり当期純利益（△は損失） (円) ― ― △75.09 △35.08

総 資 産(千円) ― ― 820,610 707,746

純 資 産(千円) ― ― 716,120 610,013

(注) 1. 当社では、第18期より連結計算書類を作成しております。
2. １株当たり当期純利益（△は損失）は、期中平均発行済株式数により算出しております。

　

　② 当社の財産及び損益の状況

区 分
第 16 期

(平成26年３月期)
第17期

(平成27年３月期)
第18期

(平成28年３月期)

第19期
(当事業年度)
(平成29年３月期)

売 上 高(千円) 1,343,098 1,283,544 858,475 992,974

経常利益（△は損失）(千円) 75,132 37,065 △197,377 △96,835

当期純利益（△は損失）(千円) 104,427 3,651 △241,224 △112,775

１株当たり当期純利益（△は損失） (円) 32.53 1.14 △75.15 △35.13

総 資 産(千円) 1,232,324 1,133,352 815,115 702,855

純 資 産(千円) 918,628 937,143 711,103 604,651

(注) １株当たり当期純利益（△は損失）は、期中平均発行済株式数により算出しております。また、当社は平成
25年10月１日付で、株式１株につき100株の割合で株式分割を行っており、第16期の１株当たり当期純利益

（△は損失）につきましては、当該株式分割が第16期の期首に行われたと仮定して算定しております。

　

　(6) 重要な親会社及び子会社の状況

　① 親会社との関係

当社には該当する親会社はありません。
　

　② 重要な子会社の状況

会 社 名 資 本 金 当社の出資比率 主 な 事 業 内 容

株式会社こんぷりん 10百万円 51.0％

インターネット、携帯電話網、その他通信シ

ステムを利用したコンテンツの企画、デザイ

ン、制作、運営及び販売業務 など
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　③ 重要な関連会社の状況

当社には該当する関連会社はありません。
　

　④ 事業年度末日における特定完全子会社の状況

当社には該当する特定完全子会社はありません。

　

　(7） 主要な事業内容（平成29年３月31日現在）

当社は、コンテンツインフラ及びそれを活用したコンテンツの企画・開発・運営・販売から

構成されるモバイルシステムインテグレーション事業を行っております。

提供サービスの内容は次のとおりであります。

事 業 分 野 内 容

ナ ビ ゲ ー シ ョ ン 事 業 交通関連、移動体向けのインフラ提供事業

ワイヤレス･イノベーション事業 無線ＬＡＮ事業

ソ リ ュ ー シ ョ ン 事 業
画像配信システム事業、ＴＶメタデータ関連事業、古地図事業、

コンテンツプリント事業、通訳サービス事業等

　

　(8) 主要な拠点等（平成29年３月31日現在）

会 社 名 所 在 地

当 社 東 京 都 千 代 田 区

　

　(9) 使用人の状況（平成29年３月31日現在）

　① 企業集団の使用人数

使 用 人 数 前 期 末 比 増 減

72名 －

(注) 従業員数は、アルバイト等３名を含みます。
　

　② 当社の使用人数

使 用 人 数 前期末比増減 平 均 年 齢 平均勤続年数

72名 － 39.5歳 7.5年

(注) 従業員数は、アルバイト等３名を含みます。

　

　(10) 主要な借入先及び借入金残高（平成29年３月31日現在）

　 該当事項はありません。

　

　(11) その他企業集団の現況に関する重要な事項

　 該当事項はありません。
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2. 会社の株式に関する事項（平成29年３月31日現在）

(1) 発行可能株式総数 12,650,000株

(2) 発行済株式の総数 3,209,828株

(自己株式972株を除く。)

(3) 株 主 数 3,485名

　(4) 大株主（上位10名）

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

杉 野 文 則 242,000株 7.54％

株 式 会 社 Ｓ Ｂ Ｉ 証 券 65,300株 2.03％

清 水 和 美 46,700株 1.45％

中 根 徳 夫 45,200株 1.40％

谷 口 亮 輔 41,700株 1.29％

Ｊ Ｐ モ ル ガ ン 証 券 株 式 会 社 38,700株 1.20％

篠 千 秋 29,800株 0.92％

鍜 治 要 工 業 株 式 会 社 28,300株 0.88％

カブドットコム証券株式会社 27,900株 0.86％

横 田 大 輔 27,800株 0.86％

　(5) その他株式に関する重要な事項

　 該当事項はありません。
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3. 会社の新株予約権等に関する事項

　(1) 当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約権等の状況（平成29年

３月31日現在）

第７回新株予約権 第８回新株予約権

発行決議の日
平成25年６月26日開催

当社定時株主総会
平成25年６月26日開催
当社定時株主総会

新株予約権の数 100個 200個

目的となる株式の種類 普通株式 普通株式

目的となる株式の数 10,000株 20,000株

新株予約権の発行価額 8,210,000円 13,860,600円

株式の発行価額 1円 1,125円

新株予約権の行使期間
平成26年５月１日から
平成56年３月20日まで

平成28年５月１日から
平成35年５月31日まで

取締役(社外取締役を除く)
保有者数 １名
保有数 100個
目的である株式の数10,000株

保有者数 １名
保有数 20個
目的である株式の数 2,000株

第９回新株予約権 第１０回新株予約権

発行決議の日
平成25年６月26日開催

当社定時株主総会
平成26年６月25日開催
当社定時株主総会

新株予約権の数 44個 200個

目的となる株式の種類 普通株式 普通株式

目的となる株式の数 4,400株 20,000株

新株予約権の発行価額 3,242,800円 12,018,000円

株式の発行価額 1円 762円

新株予約権の行使期間
平成27年６月１日から
平成57年４月23日まで

平成29年６月１日から
平成36年５月31日まで

取締役(社外取締役を除く)
保有者数 １名
保有数 44個
目的である株式の数 4,400株

保有者数 １名
保有数 12個
目的である株式の数 1,200株

(注) 第８回、第１０回新株予約権について、取締役が保有している新株予約権は、いずれも使用人として付与さ
れたものです。（使用人兼務取締役に対し使用人報酬として付与された場合を含みます。）

　

　(2) 当事業年度中に使用人等に対して交付した新株予約権等の状況

該当事項はありません。

　

　(3) その他新株予約権等に関する重要な事項

　 該当事項はありません。
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4. 会社役員に関する事項(平成29年３月31日現在)

　(1) 取締役及び監査役の氏名等

地 位 氏 名 担当及び重要な兼職の状況

代表取締役社長 杉 野 文 則

事業推進本部長、経営管理本部長
㈱クナイ 社外取締役
一般社団法人モバイル･コンテンツ･フォーラム 常務理事
一般社団法人千代田観光協会 アドバイザー
㈱こんぷりん 代表取締役会長

取 締 役 大 谷 英 也
経営管理部長
㈱こんぷりん 監査役

取 締 役 川 内 武

取 締 役 岩 渕 弘 之 ㈱ｊｅｋｉインタラクティブ・コミュニケーションズ 社外取締役

常 勤 監 査 役 小 山 信 行

監 査 役 小 林 義 典
㈱TREE 社外監査役
㈱ステージハンド 社外監査役

監 査 役 小 林 弘 樹 ㈱アキュレートアドバイザーズ 代表取締役

(注) 1. 取締役のうち川内武氏、岩渕弘之氏は社外取締役であります。
2. 監査役のうち小山信行氏、小林義典氏、小林弘樹氏は社外監査役であります。
3. 川内武氏、小林弘樹氏は東京証券取引所が指名を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない

独立役員であります。
4. 監査役 小林義典氏は、公認会計士及び税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の

知見を有するものであります。
5. 当社は、執行役員制度を導入しております。執行役員の陣容は次のとおりであります。

地 位 氏 名 担 当

執 行 役 員 社 長 杉 野 文 則 CEO

執 行 役 員 常 務 須 田 浩 史 CTO

執 行 役 員 大 谷 英 也 CFO

　

　(2) 責任限定契約の内容の概要

　 該当事項はありません。
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　(3) 取締役及び監査役の報酬等の総額

区分

取締役
（うち社外取締役）

監査役
（うち社外監査役）

計

員数 金額 員数 金額 員数 金額

基本報酬（月額報酬）
4名
(2名)

37,500千円
（ 5,100千円）

3名
(3名)

9,000千円
（9,000千円）

7名 46,500千円

業 績 連 動 報 酬 ― ― ― ― ― ―

ストック・オプション ― ― ― ― ― ―

計
4名

(2名)
37,500千円

（ 5,100千円）
3名
(3名)

9,000千円
（9,000千円）

7名 46,500千円

(注) 1. 取締役の報酬限度額は、基本報酬は年額50,000千円以内、業績連動報酬は年額30,000千円以内、ストッ
ク・オプションは年額12,000千円以内（社外取締役はその内数として年額2,000千円以内）であります。
（平成19年６月21日第９期定時株主総会決議、平成25年６月26日第15期定時株主総会決議並びに平成26年
６月25日第16期定時株主総会決議）

2. 監査役の報酬限度額は、月額報酬は年額15,000千円以内、ストック・オプションは年額3,000千円以内で
あります。（平成18年６月22日第８期定時株主総会決議並びに平成25年６月26日第15期定時株主総会決
議）

3. 上記には、使用人兼務取締役１名に対する使用人報酬9,120千円は含まれておりません。また、平成26年
３月20日の取締役会決議により、平成26年４月４日に発行した第８回新株予約権（ストック・オプショ
ン）のうち、使用人報酬として使用人兼務取締役１名に割り当て当連結会計年度において費用計上した
額は57千円、平成27年４月23日の取締役会決議により、平成27年５月８日に発行した第１０回新株予約
権のうち、使用人報酬として使用人兼務取締役１名に割り当て当連結会計年度において費用計上した額
は360千円であります。
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　(4) 社外役員に関する事項

　① 社外取締役の重要な兼職先と当社との関係

取締役岩渕弘之氏は、㈱jekiインタラクティブ・コミュニケーションズの非常勤取締役（社外

取締役）を兼務しております。なお、当社は同社の10%の議決権を有しておりますが、取引関係

はございません。

　

　② 社外監査役の重要な兼職先と当社との関係

監査役小林義典氏は、㈱TREE・㈱ステージハンド両社の非常勤監査役（社外監査役）を、監査

役小林弘樹氏は、㈱アキュレートアドバイザーズの代表取締役を、それぞれ兼務しております。

なお、前述の３社と当社の間には、資本関係及び取引関係はございません。

　

　③ 社外取締役及び社外監査役に関する事項

区分 氏名 主な活動内容

取締役 川内 武
当期開催の取締役会15回全てに出席し、当社の事業分野と関連の深い
通信などの企業における豊富な経験と幅広い知識をもとに、経営上有
用な指摘・意見を適宜述べております。

取締役 岩渕 弘之
当期開催の取締役会15回全てに出席し、当社の事業分野と関連の深い
鉄道・広告などの企業における豊富な経験と幅広い知識をもとに、経
営上有用な指摘・意見を適宜述べております。

監査役 小山 信行

当期開催の取締役会15回全てに出席し、また当期開催の監査役会12回
全てに出席し、上場・開示・コンプライアンス等のコンサルティング
業として培われた専門的な知識・経験等をもとに、経営上有用な指
摘・意見を適宜述べております。

監査役 小林 義典
当期開催の取締役会15回全てに出席し、また当期開催の監査役会12回
のうち11回に出席し、特に公認会計士及び税理士としての専門的な見
地から、当社の経営上有用な指摘・意見を適宜述べております。

監査役 小林 弘樹
当期開催の取締役会15回全てに出席し、また当期開催の監査役会12回
のうち11回に出席し、不正に関わる捜査・調査の専門的な知識・経験
等をもとに、経営上有用な指摘・意見を適宜述べております。

(注) 上記の取締役会の開催回数のほか、会社法第370条及び当社定款第25条第２項の規定に基づき、取締役会決
議があったものとみなす書面決議が４回ありました。
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5. 会計監査人の状況(平成29年３月31日現在)

　(1) 会計監査人の名称

　 東陽監査法人

　

　(2) 責任限定契約の内容の概要

　 該当事項はありません。

　

　(3) 会計監査人に対する報酬等

　① 当連結会計年度にかかる会計監査人としての報酬等の額

12,500千円

　② 当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他財産上の利益の合計額

12,500千円

（注）監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏ま
え、過年度の監査計画における監査項目別、階層別監査時間の実績及び報酬額の推移並び
に会計監査人の職務遂行状況を確認し、当事業年度の監査計画及び報酬額の妥当性を検討
した結果、会計監査人の報酬等について会社法第399条第１項の同意を行っております。

　

　(4) 非監査業務の内容

　 該当事項はありません。

　

　(5) 子会社の監査に関する事項

当社子会社の株式会社こんぷりんは、当社と会計監査人との間の監査契約においては、レビュ

ー対象に含まれておりません。

　

　(6) 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針

当社では、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認められる場合に

は、監査役全員の同意に基づき、監査役会が会計監査人を解任いたします。また、上記の場合

のほか、会計監査人の適格性及び独立性を害する事由等の発生により、適正な監査の遂行が困

難であると認められた場合、監査役会は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に

関する議案の内容を決定いたします。
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6. 業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況

（1）取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

　① コーポレートガバナンス

（イ）定款及び取締役会規程に基づき開催される取締役会において、適宜、業務執行に関する状況

の確認、情報の共有を行い、問題点を発見した場合は、速やかにこれらの会議において対策

を講じ実行する。

（ロ）職務執行にあたっては、取締役相互で監視しあうほか、監査役会による監査を受ける。

（ハ）社外取締役は、客観的な視点により経営のアドバイスとチェックを行う。

（ニ）社内において法令又は定款等に違反する行為が行われ、又は行われようとしていることに気

が付いたときは、社内通報制度により監査役に通報するものとし、監査役は代表取締役社長

（告発の対象が代表取締役社長である場合は、予め取締役会で定められた取締役。以下同。）

に内容を通知する。そして、直ちに危機管理規程に基づく緊急対策本部を設置して問題解決

にあたり、通報者に対して匿名性を保証し不利益が無いことを保証する。

（ホ）反社会的勢力による不当要求に対しては、倫理行動基準、販売管理規程等の規程に従い、組

織全体として毅然とした態度で臨むものとし、反社会的勢力及び団体との取引関係の排除、

その他一切の関係を持たない体制を整備する。

　② コンプライアンス

（イ）当社の進むべき方向性を指し示す経営理念、倫理行動基準を定め、これに則った事業運営を

行う。

（ロ）取締役は、当社における内部統制システムの構築とその実践に取り組む。

（ハ）当社のすべての役職員が、倫理行動基準に則り行動するよう、整備及び運用を行う。

　

（2）取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

　① 情報の保存・管理

当社は、職務遂行上必要とする以下の文書、文書管理規程に定める機密文書、その他重要情報

に関しては、定款、取締役会規程その他の社内規程に基づき、適切に保存及び管理し、必要に

応じて閲覧可能な状態を維持する。

（イ）株主総会議事録と関連資料

（ロ）取締役会議事録と関連資料

（ハ）経営会議議事録と関連資料

（ニ）その他取締役の職務の執行に関する重要な文書

　② 情報の閲覧

社内の重要情報や顧客情報に関しては、文書管理規程に基づき取扱い、閲覧、保存、管理及び

廃棄を行う。

　③ 上記の他、情報システム基本規程・個人情報保護マネジメントシステム等に基づき、適切な情報

管理を行う。

　

（3）損失の危機の管理に関する規程その他の体制

　① 平時においては、会議規程等の社内規程に基づき毎週開催する経営会議において、環境、事業

の進捗と収益性、予実対比、リスク等に関する情報を共有し、問題点を発見した場合は、速や

かに同会議において対策を講じる。
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　② 緊急時においては、危機管理規程に基づき、代表取締役社長を本部長とする緊急対策本部が統

括して危機管理にあたるとともに、対応内容等について随時経営会議に報告する。

　③ 上記の他、リスク管理規程に基づき、四半期毎に一回以上リスク管理委員会を開催し、内外の

状況に応じたリスク分析・対応策の検討を行い、所定の決裁機関に報告する。

　

（4）取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

　① 会議体の少数設置と充実化

（イ）取締役会の開催の柔軟性

取締役、監査役が出席する取締役会を毎月一回以上開催し、重要事項の決定並びに取締役の

業務執行状況の監督等を行う。取締役会の招集通知は、会日の3日前までに各取締役及び各監

査役に発することを基準とする。ただし、緊急を要する場合はこの期間を短縮することがで

きる。なお、書面決議の採用により、機動的な会議運用と意思決定の迅速化を図る。

（ロ）経営会議による情報共有・効率化

取締役会の機能をより強化し経営効率を向上させるため、常勤取締役、各部門責任者である

使用人、最低一名以上の監査役が出席する経営会議を原則として毎週一回開催し、業務執行

に関する基本的事項に係わる意思決定を迅速に行う。取締役は、経営会議その他の機会を活

用して積極的に意見交換し、企業の実情を把握する。

　② 職務権限・責任の明確化

業務の運営においては、取締役会規程、職務分掌規程、職務権限規程・表などの社内規程

を整備し、各役職者の権限及び責任の明確化を図り、適正かつ効率的な職務の執行が行わ

れる体制を構築する。

（5）使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

　① コーポレートガバナンス

（イ）当社のすべての役職員は、ビーマップ経営理念及び倫理行動基準に則り行動するものとする。

（ロ）経営会議において、適宜、業務執行に関する状況の確認、情報の共有を行い、問題点を発見

した場合は、速やかに同会議において対策を講じ実行する。

　② コンプライアンス

社内において法令又は定款等に違反する行為が行われ、又は行われようとしていることに気が

付いたときは、社内通報制度規程に定める社内通報制度により監査役に通報するものとする。

監査役はその真偽を確認した上で代表取締役社長に内容を通知し、直ちに代表取締役社長を本

部長とする緊急対策本部を設置して問題解決にあたる。また、通報者に対して匿名性を確保し

不利益が無いことを保証する。

　

（6）企業集団における業務の適正を確保するための体制

企業集団における業務の適正を確保するため、子会社管理規程を整備し、次のとおり子会社を

管理する。

　① 当社の規程・コンプライアンス基準を準用するとともに、事業内容の定期的な報告と協議を行

う。

　② 会計基準は、特定の理由がある場合を除いて、原則的に当社の会計基準に従う。
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　③ 子会社の業務執行者による当社への報告体制、子会社の損失のリスク管理体制、子会社の業務

執行の効率性を確保するための体制並びに子会社の業務執行が法令及び定款に適合することを

確保するための体制について、当社と同等の管理を行う。

（7）監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関す

る事項

監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合には、取締役及び監査役が意見

交換を行った上で必要な組織改訂・人事異動を行う。

（8）当該使用人の取締役からの独立性に関する事項

　① 監査役の職務の補助を担当する使用人が、当該補助業務を行う場合は、監査役の指揮命令に従

うものとし、取締役からの指揮命令を受けないものとする。また、業務遂行にあたっては監査

上必要な情報全てを収集できるものとする。

　② 監査役の職務の補助を担当する使用人に関する人事考課及び人事異動については、監査役の同

意を得なくてはならない。

（9）監査役による当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

当該使用人が、他部署の使用人を兼務する場合は、監査役に係る業務を優先して従事するもの

とする。また、兼務する他部署の上長及び取締役は、当該業務の遂行にあたって要請があった

場合は必要な支援を行う。

（10）取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制

　① 取締役及び使用人は、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実、法令又は定款に違反する

行為が行われ又は行われようとしていることを発見したときは、直ちに監査役に報告する。

　② 監査役から要求があった場合は、取締役又は使用人は、業務の執行に関し報告を行わなければ

ならない。

　③ 子会社の取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制を整備するため、子会社管理規程

を整備し、子会社の取締役及び使用人に当社の監査役に対して上記と同等の報告を求める。

（11）前項の報告を行った者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを

確保するための体制

監査役に対して第10項の報告を行ったことを理由として、当該報告者は何ら不利益な取り扱い

を受けないものとする。また、会社の人事考課にあたり、監査役は第7項乃至第10項の業務又は

報告を行った使用人に関し、評価上の意見を述べることができる。

（12）監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行に

ついて生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項

監査役の職務執行に関して生じる費用については、会社の経費予算の範囲内において、所定の

手続きにより会社が負担する。
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（13）その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

　① 監査役は、代表取締役社長、その他の取締役、会計監査人、顧問弁護士などと定期的に情報交

換に努め、連携して当社及び企業集団内の監査の実効性を確保するものとする。

　② 当社の都合の場合の他、会計監査人が会社法・公認会計士法等の法令に違反・抵触した場合又

は公序良俗に反する行為があったと判断した場合、監査役会はその事実に基づき当該会計監査

人の解任又は不再任の検討を行い、解任又は不再任が妥当と判断した場合は、監査役会規程に

則り「会計監査人の解任又は不再任」を株主総会の付議事案とすることを審議・決定する。

（14）財務報告の信頼性を確保するための体制

当社は、財務報告の信頼性を確保するため、金融商品取引法その他の関係法令等に基づき有効

かつ適切な内部統制の整備及び運用する体制を構築するとともに、その体制について適正に機

能することを継続的に評価し、必要な是正措置を行うこととする。詳細は、「財務報告に係る内

部統制構築の基本方針」において定める。

（15）業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

当連結会計年度における業務の適正を確保するための体制の運用状況は下記のとおりでありま

す。

　① 当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するため、定時取締役会を12回（毎

月１回）、その他の取締役会を3回開催し、各議案・報告事項についての審議、業務執行状況へ

の監督などを行い、随時メーリングリストを活用するなど、活発な意見交換がなされています。

また、常勤取締役及び各部門長から構成される経営会議を原則として毎週一回開催し、様々な

視点から事業リスクのレビューを行っております。

　② 監査を支える体制については、監査役を補助するスタッフとして主に経営管理部より随時その

内容に応じて選任し充てております。また、監査役会は、代表取締役、会計監査人との会合を

定期的に開催し、必要に応じて事業部門各部との会合を実施しているほか、上記の経営会議に

も最低一名出席しております。
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7. 会社の支配に関する基本方針

（1）基本方針の内容

　当社は、上場会社として当社株式の自由な売買を認める以上、当社取締役会の賛同を得ずに行

われる買収であっても、当社資産の効率的な活用につながり、企業価値ひいては株主共同の利益

に資するものであれば、何ら否定されるべきではないと考えます。また、会社の支配権の移転を

伴う買収提案についての判断は、最終的には株主の皆様のご意思に基づいて行われるべきもので

あると考えます。

　しかしながら、株式の大量買付の中には、その目的等から見て企業価値ひいては株主共同の利

益に対する明白な侵害をもたらすもの、株主に株式の売却を事実上強要するおそれがあるもの、

対象会社の取締役会や株主が株式の大量買付の内容等について検討し、あるいは対象会社の取締

役会が代替案を提案するための十分な時間や情報を提供しないもの、買収者の提示した条件が対

象会社の適正な本源的価値を十分に反映しないもの、対象会社が買収者の提示した条件よりも有

利な条件をもたらすために買収者との交渉を必要とするもの等、対象会社の企業価値ひいては株

主共同の利益に資さないものも少なくありません。

　当社としては、株主様とともに企業価値・株主利益の向上に全力で取り組むことを第一に考え、

買収者から当社株式の大量取得の提案を受けた際には、大量買付等に応じるべきか否かを株主の

皆様が適切に判断すること、あるいは当社取締役会が株主の皆様に代替案を提案するために必要

な情報や時間を確保すること、株主の皆様のために不当な買収に対する交渉を行うこと等を可能

とすることで、当社の企業価値及び株主共同の利益に反する大量買付を抑止するための枠組みが

必要不可欠であると判断し、当社取締役会は濫用的買収に対する買収防衛策を導入することによ

り、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保する必要があると考えております。

　

（2）基本方針を実現するための取組み

　当社が導入した買収防衛策は、いわゆる「事前警告型」といわれる防衛策であります。当社株

式に対する大規模買付行為への対応方針としては、当社株式に対して、大規模買付行為を行おう

とする特定株主グループが、20％を超える当社株式等を保有する際に、「大規模買付ルール」の遵

守を要請するものであります。

　当社取締役会が設定する大規模買付ルールとは、事前に大規模買付者から当社取締役会に対し

て十分な情報が提供され、当社取締役会による一定の評価期間が経過した後に大規模買付行為を

開始するというものであります。よって、大規模買付者が当該ルールを遵守する限りは、原則と

して当社取締役会は、新株予約権の発行等の対抗措置をとらないルールとなっております。

　なお、本プランの詳細につきましては、平成29年５月23日付「濫用的買収に対する買収防衛策

の更新に関するお知らせ」をご参照ください。

（当社ホームページ：http://www.bemap.co.jp/）
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（3）上記の取組みに対する当社取締役の判断及びその理由

　当社の大規模買付ルールは、企業価値ひいては株主共同の利益を確保・向上させる目的をもっ

て導入されたものであります。

　当社取締役会から独立した組織として「ビーマップ企業価値検討委員会」を設置し、対抗措置

の発動・不発動の判断時には取締役会の恣意的な判断を排除する仕組みとなっていること、本ル

ールの有効期間は２年であり、その継続については株主の皆様のご承認をいただくこととなって

いること等その内容において公正さ・客観性が担保される工夫がなされている点において、企業

価値ひいては株主共同の利益に資するものであり、当社の会社役員の地位の維持を目的とするも

のではありません。
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連 結 貸 借 対 照 表
(平成29年３月31日現在)

(単位：千円)

資 産 の 部 負 債 の 部

科 目 金 額 科 目 金 額

【流 動 資 産】

現 金 及 び 預 金

売 掛 金

仕 掛 品

原 材 料

そ の 他

【固 定 資 産】

(有形固定資産)

建 物

工 具 器 具 及 び 備 品

(無形固定資産)

ソ フ ト ウ ェ ア

電 話 加 入 権

(投資その他の資産)

投 資 有 価 証 券

差 入 保 証 金

株主、役員又は従業員に対する長期貸付金

そ の 他

【582,182】

216,431

270,614

66,558

5,114

23,463

【125,564】

(24,169)

19,015

5,154

(6,798)

6,364

434

(94,595)

25,112

38,531

25,712

5,239

【流 動 負 債】

買 掛 金

未 払 金

未 払 法 人 税 等

工 事 損 失 引 当 金

そ の 他

【固 定 負 債】

資 産 除 去 債 務

繰 延 税 金 負 債

【83,202】

39,638

18,778

5,213

2,000

17,572

【14,529】

12,468

2,061

負 債 合 計 97,732

純 資 産 の 部

【株 主 資 本】

資 本 金

利 益 剰 余 金

自 己 株 式

【新 株 予 約 権】

新 株 予 約 権

【非支配株主持分】

非 支 配 株 主 持 分

【568,516】

918,077

△347,491

△2,068

【36,369】

36,369

【5,126】

5,126

純 資 産 合 計 610,013

資 産 合 計 707,746 負債・純資産合計 707,746

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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連 結 損 益 計 算 書
（自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日）

(単位：千円)

科 目 金 額

【売 上 高】 995,578

【売 上 原 価】 640,225

売 上 総 利 益 355,352

【販売費及び一般管理費】 453,147

営 業 損 失 97,794

【営 業 外 収 益】

受 取 利 息 1,252

雑 収 入 223 1,475

経 常 損 失 96,318

【特 別 損 失】

投資有価証券評価損 15,556

減 損 損 失 373 15,930

税金等調整前当期純損失 112,248

法人税、住民税及び事業税 730

法 人 税 等 調 整 額 △548 181

当 期 純 損 失 112,430

非支配株主に帰属する当期純利益 169

親会社株主に帰属する当期純損失 112,599

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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連結株主資本等変動計算書
（自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日）

(単位：千円)

株 主 資 本

資 本 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株主資本合計

当 期 首 残 高 918,077 △234,892 △2,068 681,116

当 期 変 動 額

親会社株主に帰属する当期純損失 △112,599 △112,599

株主資本以外の項目の当期変動額(純額)

当 期 変 動 額 合 計 ― △112,599 ― △112,599

当 期 末 残 高 918,077 △347,491 △2,068 568,516

(単位：千円)

新 株 予 約 権 非支配株主持分 純 資 産 合 計

当 期 首 残 高 30,046 4,957 716,120

当 期 変 動 額

親会社株主に帰属する当期純損失 △112,599

株主資本以外の項目の当期変動額(純額) 6,323 169 6,492

当 期 変 動 額 合 計 6,323 169 △106,107

当 期 末 残 高 36,369 5,126 610,013

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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連結注記表

連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記

　1. 連結の範囲に関する事項

連結子会社の数及び連結子会社の名称

連結子会社の数 １社

連結子会社の名称 株式会社こんぷりん

　

　2. 連結子会社の事業年度等に関する事項

連結子会社の決算日は、連結決算日と一致しております。

　

　3. 会計方針に関する事項

(1)重要な資産の評価基準及び評価方法

① 有価証券

その他有価証券

時価のないもの：移動平均法による原価法によっております。

　

② たな卸資産

原材料： 個別法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）によっております。

仕掛品： 個別法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）によっております。

　

(2)重要な減価償却資産の減価償却の方法

① 有形固定資産：定率法によっております。

ただし、平成28年４月１日以降に取得する建物附属設備については、定額

法を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物 15年

工具器具及び備品 ４～10年

　

② 無形固定資産：定額法によっております。

自社利用ソフトウェアについては、社内における利用可能期間

（５年）に基づく定額法によっております。

　

(3)重要な引当金の計上基準

貸 倒 引 当 金 ：債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率法

により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、

回収不能見込額を計上しております。

賞 与 引 当 金 ：従業員に対する賞与の支給に備えるため、将来の支給見込額のうち当期の

負担額を計上しております。
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役員賞与引当金 ：役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき当連

結会計年度に負担すべき支給見込額を計上しております。

工事損失引当金 ：受注工事に係る将来の損失に備えるため、損失の発生が見込まれ、かつ、

その金額を合理的に見積もることができる工事について、損失見込額を計

上しております。

　

(4)収益及び費用の計上基準

完成工事高及び完成工事原価の計上基準

① 当連結会計年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事

工事進行基準（工事の進捗率の見積りは原価比例法）

② その他の工事

工事完成基準

　

(5)その他連結計算書類作成のための重要な事項

消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。

　

（会計方針の変更）

平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱いの適用

法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱

い」（実務対応報告第32号 平成28年６月17日）を当連結会計年度に適用し、平成28年４月１日以

降に取得する建物附属設備及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しておりま

す。

これによる損益に与える影響はありません。

　

（追加情報）

繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用

「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号 平成28年３月

28日）を当連結会計年度から適用しております。

　

連結貸借対照表に関する注記

1. 有形固定資産の減価償却累計額 74,645千円

2. 保証債務

当社は、株式会社デンソーコミュニケーションズの借入金に対して19,285千円の債務保証を行

っております。
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連結株主資本等変動計算書に関する注記

　1. 発行済株式に関する事項

当連結会計年度末の発行済株式の種類及び総数

当連結会計年度末における自己株式の種類及び総数

　普通株式

　普通株式

3,210,800株

972株

　

　2. 新株予約権に関する事項

　 平成25年６月26日開催の定時株主総会により付与されたストック・オプション

発行すべき株式の内容 ：普通株式

新株発行予定残数 ：34,400株

　

金融商品に関する注記

　1. 金融商品の状況に関する事項

　 (1) 金融商品に対する取組方針

当社グループは、設備投資計画に照らして、必要な資金（主に株式発行）を調達しておりま

す。

また、短期的な運転資金を銀行借入により調達しております。

　 一時的な余資は主に流動性の高い金融資産で運用しております。

　 (2) 金融商品の内容及びリスク

　 営業債権である売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。

投資有価証券は、業務上の関係を有する企業の非上場株式であります。

営業債務である買掛金は、そのほとんどが２ヶ月以内の支払期日であり、流動性リスクに晒

されております。

　 (3) 金融商品に係るリスク管理体制

　 ① 信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

当社は、与信管理規程に従い、営業債権及び貸付金について、各事業部門が主要な取引先

の状況をモニタリングし、取引相手ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務状況等

の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。

　 ② 市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理

当社では外貨建の営業債権債務はありません。投資有価証券については、定期的に時価や

発行体の財務状況等を把握しております。

　 ③ 資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払を実行できなくなるリスク)の管理

当社は、各部署からの報告に基づき担当部署が適時に資金繰計画を作成・更新するととも

に、手許流動性の維持などにより流動性リスクを管理しております。

　 (4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価格のほか、市場価格がない場合には合理的に算定

された価格が含まれております。当該価格の算定においては変動要因を織り込んでいるため、

異なる前提条件等を採用することにより、当該価格が変動することがあります。
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　2. 金融商品の時価等に関する事項

平成29年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については次のとお

りであります。

なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。

（単位：千円)

連結貸借対照表計上額 時価 差額

（１）現金及び預金 216,431 216,431 －

（２）売掛金 270,614 270,614 －

資産計 487,045 487,045 －

（１）買掛金 39,638 39,638 －

（２）未払金 18,778 18,778 －

負債計 58,417 58,417 －

　

(注) 1. 金融商品の時価の算定方法に関する事項

　 資産

　 (1) 現金及び預金、(2) 売掛金

これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、

当該帳簿価額によっております。

　 負債

　 (1) 買掛金、(2) 未払金

これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、

当該帳簿価額によっております。

　 2. 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

区分 連結貸借対照表計上額（千円）

非上場株式 25,112

これらについては、市場価額がなく、時価を把握することは極めて困難であるため、前述の

表には含めておりません。

　

１株当たり情報に関する注記

1. １株当たり純資産額 177円12銭

2. １株当たり当期純損失 35円08銭
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重要な後発事象に関する注記

従業員に対するストック・オプション（新株予約権）の発行

当社は、平成29年５月12日の取締役会において、平成29年５月29日を新株予約権発行日（予定）

として、当社の使用人26人に対しストック・オプションとしての新株予約権を付与することを決

議いたしました。

（1）新株予約権の名称

株式会社ビーマップ 第１１回新株予約権

（2）新株予約権の総数

100個

（3）新株予約権の目的である株式の種類及び数

当社普通株式 10,000株

（4）新株予約権の払込金額（発行価額）

新株予約権発行日において、ブラック・ショールズ・モデルにより算定した公正価額を基準

として決定される予定です。

なお、新株予約権の割当てを受けた者は、当該払込金額の払込みに代えて、当社に対する報

酬債権と相殺するものといたします。

（5）新株予約権の行使に際して出資される財産の価額（行使価額）

平成29年３月23日から同年５月８日までの当社普通株式の終値の平均値×1.05である538円

と、新株予約権発行日の当社普通株式の終値の額のいずれか高い方の額となる予定です。

なお、資本に組入れる額は、行使価額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を

生ずる場合はこの端数を切り上げるものといたします。

（6）新株予約権を行使することができる期間

平成31年６月１日から平成38年５月31日まで

　

その他の注記

減損損失に関する事項

当連結会計年度において、以下の資産グループについて減損損失を計上しております。

場所 用途 種類 減損損失（千円）

福岡県福岡市 パーテーション取付工事費用 建物附属設備 373

(注) 当社グループは、継続的に収支の管理を行っている管理会計上の区分に従って資産のグルーピングを行っておりま

す。全社に属する資産グループについて、事業所の撤退を決議済のため、帳簿価額を全額減額しました。
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連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書謄本

独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書

平成29年５月11日

株式会社ビーマップ

　 取 締 役 会 御中

東 陽 監 査 法 人

指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士 石井 操 ㊞

指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士 浅川 昭久 ㊞

　当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、株式会社ビーマップの平成28
年４月１日から平成29年３月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結
貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査
を行った。

連結計算書類に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
して連結計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による
重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断
した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結計
算書類に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正
妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に連
結計算書類に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査
計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
　監査においては、連結計算書類の金額及び開示について監査証拠を入手するための手
続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結計算
書類の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、
内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク
評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結計算書類の
作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した
会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体とし
ての連結計算書類の表示を検討することが含まれる。
　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断して
いる。
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監査意見
　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる
企業会計の基準に準拠して、株式会社ビーマップ及び連結子会社からなる企業集団の当
該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表
示しているものと認める。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべ
き利害関係はない。

以 上
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貸 借 対 照 表
(平成29年３月31日現在)

(単位：千円)

資 産 の 部 負 債 の 部

科 目 金 額 科 目 金 額

【流 動 資 産】

現 金 及 び 預 金

売 掛 金

仕 掛 品

原 材 料

そ の 他

【固 定 資 産】

(有形固定資産)

建 物

工 具 器 具 及 び 備 品

(無形固定資産)

ソ フ ト ウ ェ ア

電 話 加 入 権

(投資その他の資産)

投 資 有 価 証 券

関 係 会 社 株 式

差 入 保 証 金

株主、役員又は従業員に対する長期貸付金

そ の 他

【572,191】

206,339

270,615

66,558

5,114

23,563

【130,664】

(24,169)

19,015

5,154

(6,798)

6,364

434

(99,695)

25,112

5,100

38,531

25,712

5,239

【流 動 負 債】

買 掛 金

未 払 金

未 払 法 人 税 等

工 事 損 失 引 当 金

前 受 金

預 り 金

そ の 他

【固 定 負 債】

資 産 除 去 債 務

繰 延 税 金 負 債

【83,674】

40,551

18,649

5,042

2,000

2,241

3,747

11,443

【14,529】

12,468

2,061

負 債 合 計 98,204

純 資 産 の 部

【株 主 資 本】

(資 本 金)

(利 益 剰 余 金)

利 益 準 備 金

そ の 他 利 益 剰 余 金

別 途 積 立 金

繰 越 利 益 剰 余 金

(自 己 株 式)

【新 株 予 約 権】

(新 株 予 約 権)

【568,281】

(918,077)

(△347,727)

600

△348,327

2,020

△350,347

(△2,068)

【36,369】

(36,369)

純 資 産 合 計 604,651

資 産 合 計 702,855 負債・純資産合計 702,855

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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損 益 計 算 書
（自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日）

(単位：千円)

科 目 金 額

【売 上 高】 992,974

【売 上 原 価】 644,393

売 上 総 利 益 348,580

【販売費及び一般管理費】 446,885

営 業 損 失 98,305

【営 業 外 収 益】

受 取 利 息 1,252

雑 収 入 217 1,469

経 常 損 失 96,835

【特 別 損 失】

投資有価証券評価損 15,556

減 損 損 失 373 15,930

税 引 前 当 期 純 損 失 112,765

法人税、住民税及び事業税 558

法 人 税 等 調 整 額 △548 9

当 期 純 損 失 112,775

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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株主資本等変動計算書
（自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日）

(単位：千円)

株 主 資 本

資 本 金

利 益 剰 余 金

利益準備金
そ の 他 利 益 剰 余 金

利益剰余金合計
別途積立金 繰越利益剰余金

当 期 首 残 高 918,077 600 2,020 △237,572 △234,952

当 期 変 動 額

当 期 純 損 失 △112,775 △112,775

株主資本以外の項目の当期変動額(純額)

当 期 変 動 額 合 計 － － － △112,775 △112,775

当 期 末 残 高 918,077 600 2,020 △350,347 △347,727

(単位：千円)

株 主 資 本
新 株 予 約 権 純 資 産 合 計

自 己 株 式 株主資本合計

当 期 首 残 高 △2,068 681,056 30,046 711,103

当 期 変 動 額

当 期 純 損 失 △112,775 △112,775

株主資本以外の項目の当期変動額(純額) 6,323 6,323

当 期 変 動 額 合 計 － △112,775 6,323 △106,452

当 期 末 残 高 △2,068 568,281 36,369 604,651

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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個別注記表

重要な会計方針に係る事項に関する注記

　1. 有価証券の評価基準及び評価方法

　 その他有価証券

　 時価のないもの：移動平均法による原価法によっております。

　

　2. たな卸資産の評価基準及び評価方法

(1) 原材料： 個別法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）によっております。

(2) 仕掛品： 個別法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）によっております。

　

　3. 固定資産の減価償却方法

　 (1) 有形固定資産：定率法によっております。

ただし、平成28年４月１日以降に取得する建物附属設備については、定額法を

採用しております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物 15年

工具器具及び備品 ４～10年

　

　 (2) 無形固定資産：定額法によっております。

自社利用ソフトウェアについては、社内における利用可能期間

（５年）に基づく定額法によっております。

　

　4. 引当金の計上基準

貸 倒 引 当 金 ：債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率法に

より、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回

収不能見込額を計上しております。

賞 与 引 当 金 ：従業員に対する賞与の支給に備えるため、将来の支給見込額のうち当期の負

担額を計上しております。

役員賞与引当金 ：役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき当事業

年度に負担すべき支給見込額を計上しております。

工事損失引当金 ：受注工事に係る将来の損失に備えるため、損失の発生が見込まれ、かつ、そ

の金額を合理的に見積もることができる工事について、損失見込額を計上し

ております。
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　5. 収益及び費用の計上基準

　 完成工事高及び完成工事原価の計上基準

　 (1) 当事業年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事

　 工事進行基準（工事の進捗率の見積りは原価比例法）

　 (2) その他の工事

　 工事完成基準

　

　6. 消費税等の会計処理

　 消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。

　

（会計方針の変更）

平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱いの適用

法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱

い」（実務対応報告第32号 平成28年６月17日）を当事業年度に適用し、平成28年４月１日以降に

取得する建物附属設備及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。

これによる損益に与える影響はありません。

　

貸借対照表に関する注記

1. 有形固定資産の減価償却累計額 74,645千円

2. 取締役に対する短期金銭債権 1,780千円

　 取締役に対する長期金銭債権 23,982千円

3. 保証債務

当社は、株式会社デンソーコミュニケーションズの借入金に対して19,285千円の債務保証を行

っております。

4. 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務

短期金銭債権 101千円

短期金銭債務 1,352千円

　

損益計算書に関する注記

関係会社との営業取引及び営業取引以外の取引の取引高の総額

営業取引高 26,219千円

　

株主資本等変動計算書に関する注記

当事業年度末における自己株式の種類及び総数 　普通株式 972株
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税効果会計に関する注記

　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

　繰延税金資産

　 未払事業税 1,291千円

　 未払事業所税 199千円

　 新株予約権 3,506千円

　 棚卸資産 271千円

　 投資有価証券 21,730千円

　 貸付金 27,098千円

　 有形固定資産 1,027千円

　 無形固定資産 8,852千円

資産除去債務 3,817千円

　 繰越欠損金 378,936千円

　 繰延税金資産小計 446,732千円

　 評価性引当額 △446,732千円

　 繰延税金資産合計 －千円

　繰延税金負債

　 資産除去債務に対応する除却費用 △2,061千円

　 繰延税金負債合計 △2,061千円

　 繰延税金資産の純額 －千円

　

（追加情報）

繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用

「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号 平成28年３月

28日）を当事業年度から適用しております。

　

関連当事者との取引に関する注記

役員及び個人主要株主等

属性
会社等の名称

又は氏名

議決権等の所有

(被所有)割合(％)

関連当事者との

関係
取引の内容

取引金額

（千円）
科目

期末残高

（千円）

役員 杉野文則
（被所有）

直接7.5

当社

代表取締役社長
金銭の貸付 ―

短期貸付金

長期貸付金

1,780

23,982

取引条件及び取引条件の決定方針等

金利・返済方法等の取引条件については一般的金利及び従業員貸付規程等を参考に設定した上

で、当取引については取締役会決議（当該取締役を除く）により決定しております。

返済については、貸付時の返済計画どおり毎月の役員報酬より控除する等により、現時点で回

収上の支障は発生しておりません。
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１株当たり情報に関する注記

1. １株当たり純資産額 177円04銭

2. １株当たり当期純損失 35円13銭

　

重要な後発事象に関する注記

従業員に対するストック・オプション（新株予約権）の発行

当社は、平成29年５月12日の取締役会において、平成29年５月29日を新株予約権発行日（予定）

として、当社の使用人26人に対しストック・オプションとしての新株予約権を付与することを決

議いたしました。

（1）新株予約権の名称

株式会社ビーマップ 第１１回新株予約権

（2）新株予約権の総数

100個

（3）新株予約権の目的である株式の種類及び数

当社普通株式 10,000株

（4）新株予約権の払込金額（発行価額）

新株予約権発行日において、ブラック・ショールズ・モデルにより算定した公正価額を基準

として決定される予定です。

なお、新株予約権の割当てを受けた者は、当該払込金額の払込みに代えて、当社に対する報

酬債権と相殺するものといたします。

（5）新株予約権の行使に際して出資される財産の価額（行使価額）

平成29年３月23日から同年５月８日までの当社普通株式の終値の平均値×1.05である538円

と、新株予約権発行日の当社普通株式の終値の額のいずれか高い方の額となる予定です。

なお、資本に組入れる額は、行使価額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を

生ずる場合はこの端数を切り上げるものといたします。

（6）新株予約権を行使することができる期間

平成31年６月１日から平成38年５月31日まで

　

その他の注記

減損損失

当事業年度において、以下の資産グループについて減損損失を計上しております。

場所 用途 種類 減損損失（千円）

福岡県福岡市 パーテーション取付工事費用 建物附属設備 373

(注) 当社は、継続的に収支の管理を行っている管理会計上の区分に従って資産のグルーピングを行っておりま
す。全社に属する資産グループについて、事業所の撤退を決議済のため、帳簿価額を全額減額しました。
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会計監査人の監査報告書謄本

独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書

平成29年５月11日

株式会社ビーマップ

　 取 締 役 会 御中

東 陽 監 査 法 人

指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士 石井 操 ㊞

指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士 浅川 昭久 ㊞

　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社ビーマップの
平成28年４月１日から平成29年３月31日までの第19期事業年度の計算書類、すなわち、
貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書
について監査を行った。

計算書類等に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
して計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示することにある。これには、不正
又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示
するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算書
類及びその附属明細書に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国にお
いて一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、
当監査法人に計算書類及びその附属明細書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合
理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求め
ている。
　監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠を入
手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬
による計算書類及びその附属明細書の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及
び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものでは
ないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立
案するために、計算書類及びその附属明細書の作成と適正な表示に関連する内部統制を
検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者
によって行われた見積りの評価も含め全体としての計算書類及びその附属明細書の表示
を検討することが含まれる。
　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断して
いる。
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監査意見
　当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正妥
当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類及びその附属明細書に係る期
間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認め
る。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべ
き利害関係はない。

以 上
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監査役会の監査報告書謄本

監査報告書

当監査役会は、平成28年4月1日から平成29年3月31日までの第19期事業年度の取締役の職務の執行

に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとお

り報告いたします。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
(1) 監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果につい

て報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必

要に応じて説明を求めました。

(2) 各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従

い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整

備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施しました。

① 取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について

報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調

査いたしました。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報

の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。

② 事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するた

めの体制その他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要

なものとして会社法施行規則第100条第1項及び第3項に定める体制の整備に関する取締役会決

議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締役及

び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求

め、意見を表明いたしました。

③ 事業報告に記載されている会社法施行規則第118条第3号イの基本方針及び同号ロの各取組み

については、取締役会その他における審議の状況等を踏まえ、その内容について検討を加えま

した。

④ 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証する

とともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め

ました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」

（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成17年10月28

日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めまし

た。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類(貸借対照表、

損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連

結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたし

ました。
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２．監査の結果
(1) 事業報告等の監査結果

① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているもの

と認めます。

② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認め

られません。

③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統

制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項

は認められません。

④ 事業報告に記載されている会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する

基本方針については、指摘すべき事項は認められません。事業報告に記載されている会社法施

行規則第118条第3号ロの各取組みは、当該基本方針に沿ったものであり、当社の株主共同の利

益を損なうものではなく、かつ、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではないと認

めます。

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

会計監査人 東陽監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

(3) 連結計算書類の監査結果

会計監査人 東陽監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

平成29年5月23日

株式会社ビーマップ 監査役会

常勤監査役 小 山 信 行 ㊞

監 査 役 小 林 義 典 ㊞

監 査 役 小 林 弘 樹 ㊞

（注）常勤監査役小山信行、監査役小林義典、監査役小林弘樹は、会社法第2条第16号及び第335条第3

項に定める社外監査役であります。

以 上

― 39 ―




